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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　互いに直交する方向に偏光方向が異なる視差を有する２つの画像の光路を１つに重ね合
わせる偏光合波手段と、２つの偏光成分の光をそれぞれ受光する複数の受光素子が配列さ
れた撮像素子を有する撮像手段と、前記偏光合波手段によって重ね合わさった画像を前記
撮像手段に結像させる光学部材と、前記撮像手段の２つの撮像領域に、重ね合わさった画
像を２つの画像に分岐させる領域分割偏光手段とを備えるステレオカメラにおいて、
　前記領域分割偏光手段は、前記受光素子の配列に対して各偏光子領域を配置するととも
に１つの光路から入射する各偏光成分の光を当該光の偏光成分に対応する前記各偏光子領
域でそれぞれ透過させて２つの偏光成分の光に分岐して前記受光素子に出射する領域分割
フィルタを備え、
　前記領域分割フィルタの偏光透過角度を、水平垂直に対応する前記受光素子の画素の配
列方向に対して４５度としたことを特徴とするステレオカメラ。
【請求項２】
　請求項１記載のステレオカメラにおいて、
　前記領域分割フィルタの入射側に１つの光路から入射する２つの偏光成分の光に分岐す
る複屈折板を設け、該複屈折板の屈折方向は、前記領域分割フィルタの偏光透過方向に応
じて定めることを特徴とするステレオカメラ。
【請求項３】
　請求項２記載のステレオカメラにおいて、
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　前記複屈折板の前面に光学的ローパスフィルタを設けることを特徴とするステレオカメ
ラ。
【請求項４】
　請求項３記載のステレオカメラにおいて、
　前記光学的ローパスフィルタは、前記複屈折板と、当該複屈折板の屈折方向に対して４
５度の屈折方向を有する、前記複屈折板とは別の複屈折板とを含んで構成されることを特
徴とするステレオカメラ。
【請求項５】
　請求項２～４のいずれかに記載のステレオカメラにおいて、
　前記複屈折板の材料は、水晶であることを特徴とするステレオカメラ。
【請求項６】
　請求項２～５のいずれかに記載のステレオカメラにおいて、
　前記複屈折板は、屈折方向が互いに９０度異なる２つの複屈折層を組み合わせたもので
あることを特徴とするステレオカメラ。
【請求項７】
　請求項１～６のいずれかに記載のステレオカメラにおいて、
　グリーンに対応する受光素子に対して互いに直交する方向に偏光方向が異なる２つの偏
光成分の光を透過して出射する偏光フィルタを設けることを特徴とするステレオカメラ。
【請求項８】
　請求項１～７のいずれかに記載のステレオカメラにおいて、
　前記撮像手段によって撮像した画像から、偏光方向ごとに画像を分岐して視差をもった
２つの画像を形成し、形成した２つの画像間の視差により被写体までの距離を算出する距
離算出手段を備えることを特徴とするステレオカメラ。
【請求項９】
　請求項１～８のいずれかに記載のステレオカメラにおいて、
　前記偏光合波手段は、偏光ビームスプリッタ及びミラーを含んで構成されていることを
特徴とするステレオカメラ。
【請求項１０】
　請求項１～９のいずれかに記載のステレオカメラにおいて、
　前記偏光合波手段では、２つの画像の光路における光路長を互いに略同じにすることを
特徴とするステレオカメラ。
【請求項１１】
　請求項１～１０のいずれかに記載のステレオカメラを搭載することを特徴する移動体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、偏光方向が互いに直交する２つの偏光成分の画像をそれぞれ受光して偏光画
像を取得する撮像装置を用い１つの被写体から得られた２つの偏光画像からステレオ画像
を得るステレオカメラ、及び、該ステレオカメラを搭載する移動体に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、自車両前方の先行車両との車間距離を測定し、その車間距離を維持するための自
車速度調整機能を有するＡＣＣ（Adaptive Cruise Control）等の運転者支援システムが
開発されている。先行車両との距離を測定する技術として、視差を有する２つの視差画像
を用いて、視差画像間の視差量を求め、その視差量から被写体までの距離の測定を行うス
テレオカメラが知られている。このステレオカメラとして特許文献１に記載のものが知ら
れている。特許文献１のステレオカメラでは、左右のレンズ群の各光学部材を介して得ら
れた２つの画像を各偏光フィルタに入射させることによって、偏光方向が互いに直交する
２つの偏光成分の画像をそれぞれ取得する。同一の被写体からの２つの偏光成分の画像が
、撮像部の撮像素子における受光素子の配列に対応して配列されている偏光子領域にそれ
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ぞれ入射される。各偏光子領域によって、入射した画像の偏光方向に対応する受光素子に
偏光されて。各受光素子で受光した２つの偏光成分の画像から視差画像を生成し、この視
差画像に基づいて被写体までの距離を測定している。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　上記特許文献１のステレオカメラでは、左右の画像の視差により被写体までの距離を高
精度に測定するために、対応する左右の画素どうしが０．１ピクセル精度でほぼ一致させ
ることが必要である。また、距離測定には、チャートなどを撮影してチャートの画像に基
づいてレンズの固体差を含んだ歪みや左右の撮像部の位置をキャリブレーションすること
が必須となっている。
【０００４】
　しかしながら、上記特許文献１のステレオカメラでは、左右独立のレンズ群の光学部材
を用いているので、左右の光学部材に温度差があるだけでも左右の光学部材における歪み
の出方が互いに異なる。この結果、左右の撮像部における撮像素子の対応画素に数ピクセ
ルの位置誤差が発生してしまう。また、左右の撮像部間の位置を固定する取付具には通常
金属を用いており、金属の線膨張係数は一般にガラスに比べて非常に大きい。この結果、
環境温度変化によって、左右の撮像部の取付位置関係は容易にずれてしまい、左右の撮像
部における撮像素子において互いに対応する画素に数ピクセルの位置誤差が発生してしま
う。左右の画像を完全に重ねることができない。これにより、温度によりレンズの歪みな
どが変わった場合左右の対応画素がずれることになる。このような環境温度変化による誤
差を修正するので、光学部材の歪みの補正や左右の撮像部の取付位置に対する補正を含む
キャリブレーションを随時行う必要があったため、装置自体が高価になるという問題があ
った。
【０００５】
　本発明者が先に出願した先願（特願２０１２－２１４６７３）のステレオカメラでは、
被写体からの左右の画像を互いに同じ光路で偏光フィルタに導き、偏光フィルタによって
互いに直交する偏光成分の２つの画像に偏光させる。この２つの画像を１つの光路に重ね
合わせ、重ね合わさった画像を１つのレンズ群の光学部材を介して領域分割フィルタに結
像させる。この領域分割フィルタは、撮像素子における受光素子の縦横配列に対応させて
各偏光子領域を配列したものである。領域分割フィルタによって、視差を有する２つの画
像に分離させ、撮像素子において隣接する受光素子にそれぞれ受光させている。このため
、視差を有する２つの画像は１つのレンズ群の光学部材を介して撮像素子に結像されてい
るので、温度変化により光学部材の歪みが変化しても、２つの画像の撮像素子の結像位置
がそれぞれ同じようにずれる。温度による光学部材の歪みや撮像手段の取付位置変化が被
写体までの距離を演算する測距演算に与える影響は少ない。よって、温度変化に伴う光学
部材の歪みの補正や撮像手段の取付位置ずれに対する補正を含むキャリブレーションを行
う必要がなくなり、装置自体の高価格化を抑制している。
【０００６】
　しかしながら、上記先願のステレオカメラでは、互いに直交する偏光方向の２つの画像
における対応する画素値が互いに一致しなくなるという問題点があった。この場合は、マ
ッチング処理での精度を低下させ、測距精度の低下を招く。具体的には、撮像手段を車両
に搭載して自車両前方を撮像するとき、写っているものは、路面に立っている電柱や前方
車両などの縦方向や横方向の面が多い。縦方向又は横方向の面からの反射光が多く、撮像
素子上の偏光子も縦方向と横方向とした場合には、縦方向または横方向の面が多い被写体
の偏光依存性を大きく受け、縦横配列の受光素子にそれぞれ受光されて２つの画像におけ
る対応する画素値が互いに一致しなくなる。
【０００７】
　本発明は以上の問題点に鑑みなされたものであり、その目的は以下のとおりである。被
写体の縦方向及び横方向の面からの反射光による偏光差の影響を抑制することで、対応位
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置の画素の輝度を一致させることができ、かつ、測距演算の精度を向上させることができ
るステレオカメラ、及び該ステレオカメラを搭載する移動体を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記目的を達成するために、請求項１の発明は、互いに直交する方向に偏光方向が異な
る２つの偏光成分の光を１つの光路に重ね合わせる偏光合波部と、２つの偏光成分の光を
それぞれ受光する複数の受光素子が配列された撮像素子を有する撮像部とを備える撮像装
置において、前記受光素子の配列に対して各偏光子領域を配置するとともに１つの光路か
ら入射する各偏光成分の光を当該光の偏光成分に対応する前記各偏光子領域でそれぞれ透
過させて２つの偏光成分の光に分岐して前記受光素子に出射する領域分割フィルタを備え
、前記領域分割フィルタの偏光透過角度を前記受光素子の画素の配列方向に対して４５度
としたことを特徴とするものである。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明では、領域分割フィルタの偏光透過角度は撮像部の受光素子の配列方向に対して
４５度になっているので、上述のようにステレオカメラを車載カメラとして用いた場合、
路面に対して斜め方向の面の偏光を用いて２つの画像を重畳することで、従来のような領
域分割フィルタの偏光透過角度が略０度である場合に比べて、被写体の縦方向、横方向の
面による偏光依存性を減らすことができる。よって、受光素子で受光した２つの光の輝度
の差を略無くすことができ、対応位置の画素の輝度を略一致させることができる、という
特有な効果が得られる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】光学フィルタと撮像素子の位置関係の対応を例示する図である。
【図２】光学フィルタと撮像素子の位置関係の断面図である。
【図３】撮像部の構成を示す断面図である。
【図４】撮像装置における動作を説明する概略図である。
【図５】撮像装置の実施例１を示す図である。
【図６】撮像装置の実施例１の変形例１を示す図である。
【図７】撮像装置の実施例１の変形例２を示す図である。
【図８】撮像装置の実施例１の変形例３を示す図である。
【図９】撮像装置の実施例２を示す図である。
【図１０】撮像装置の実施例２の変形例１を示す図である。
【図１１】撮像装置の実施例２の変形例２を示す図である。
【図１２】撮像装置の実施例２の変形例３を示す図である。
【図１３】本発明の一実施形態に係る撮像装置の実施例１を示す図である。
【図１４】本実施形態に係る撮像装置の実施例２を示す図である。
【図１５】本発明の一実施形態に係るステレオカメラの実施例１の構成を示す概略図であ
る。
【図１６】本実施形態に係るステレオカメラの実施例２を示す図である。
【図１７】本実施形態に係るステレオカメラの実施例２を示す図である。
【図１８】ステレオカメラを搭載した移動体を示す概略図である。
【図１９】本実施形態に係るステレオカメラの実施例２の変形例１を示す図である。
【図２０】本実施形態のステレオカメラの実施例２の変形例２を示す図である。
【図２１】本実施形態のステレオカメラの実施例３を示す図である。
【図２２】本実施形態のステレオカメラの実施例４を示す概略図である。
【図２３】本実施形態のステレオカメラの実施例５を示す概略図である。
【図２４】本実施形態のステレオカメラの実施例５の変形例を示す概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
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　以下、本発明の撮像装置に係る実施形態の構成について説明する。
　図１は光学フィルタ部と撮像部の位置関係の対応を例示する図である。図２は図１の断
面図である。両図に示すように、撮像装置１は、撮像部１００及び光学フィルタ部２００
を含んで構成されている。撮像部１００は、複数の受光素子を備えた撮像素子１０１と、
該撮像素子１０１を支持する基板１０２とを備えている。撮像素子１０１は、複数の受光
素子を縦横の２次元に配列されており、光学フィルタ部２００を透過した互いに直交する
偏光方向の偏光成分を有するＳ偏光成分の光とＰ偏光成分の光とを各受光素子で受光する
。なお、撮像素子１０１には、例えばＣＣＤ（Charge Coupled Device）、ＣＭＯＳ（Com
plementary Metal Oxide Semiconductor）などを用いることができる。ここでは撮像素子
としてはモノクロのセンサを想定しているが、これに限定されるものでなく、カラーセン
サ（例えばＲＣＣＣ（レッド・クリア・クリア・クリア）配列、ベイヤ（ＲＧＢ（レッド
・グリーン・ブルー））配列など）であってもよい。
【００１２】
　光学フィルタ部２００は、フィルタ基板２０１、偏光フィルタ層２０２及び充填層２０
３を含んで構成されている。フィルタ基板２０１は、撮像レンズ（不図示）を介して光学
フィルタ部２００に入射する入射光を透過する透明な基板である。このフィルタ基板２０
１は、その材料として、使用帯域（例えば可視光域と赤外域）の光を透過可能な透明材料
を用いることができる。透明材料は、例えばガラス、サファイア若しくは水晶、又は、石
英ガラス、テンパックスガラス、プラスチック、エンジニアリングプラスチック若しくは
合成樹脂などである。フィルタ基板２０１の撮像素子１０１側の面には、偏光フィルタ層
２０２が形成されている。偏光フィルタ層２０２を覆うように、更に充填層２０３が形成
されている。充填層２０３は、透光性、ガラス接着性、精密性が良好な接着剤を用いても
よい。光学フィルタ部２００に入射した光のうち、偏光フィルタ層２０２を透過した光は
、撮像素子１０１の画素領域に入射する。偏光フィルタ層２０２には撮像素子１０１の画
素サイズに対応した偏光子が領域分割して形成されている。そして、偏光フィルタ層２０
２は、入射された光をＳ偏光成分の光とＰ偏光成分の光とに偏光する。なお、Ｓ偏光成分
透過領域とＰ偏光成分透過領域が短冊状のパタンであってもよい。偏光フィルタ層２０２
が形成されている領域ではＰ偏光成分、Ｓ偏光成分の各領域の画像が撮影されるが、これ
らは後述するとおり差分画像を形成することにより視差画像として各種情報検知に使われ
る。
【００１３】
　図３は撮像部の構成を示す断面図である。同図に示す撮像部１００は、不図示の基板に
、撮像素子１０１、複屈折板１０３及び領域分割フィルタ１０４を備えている。複屈折板
１０３は、複屈折板の偏向方向であるＸ１に対して、入射する光を互いに直交する偏光方
向の偏光成分の光、例えばＳ偏光成分の光とＰ偏光成分に分岐（分岐）する。領域分割フ
ィルタ１０４は、互いに直交する偏光方向のうち、一方の方向の偏光成分の光のみを透過
する第１偏光子領域と、他方の方向の偏光成分の光のみを透過する第２偏光子領域とに分
割されている。複屈折板１０３は、例えば水晶や方解石などの部材を用いることができる
。なお、複屈折板１０３において、屈折方向及び分岐する距離であるシフト量は、領域分
割フィルタ１０４の領域分割に対応した屈折方向及びシフト量とすることができる。複屈
折板１０３の屈折方向及びシフト量は、その結晶軸及びその厚み等を適宜変更することで
調整できる。また、領域分割フィルタ１０４は入射された光を選択的に透過し、例えばＳ
偏光成分の光のみを透過するＳ偏光子領域１０４ｓとＰ偏光成分の光のみを透過するＰ偏
光子領域１０４ｐとに分割されている。
【００１４】
　このような構成を有する撮像部１００では、同じ位置からの入射光が複屈折板１０３に
よってＳ偏光成分の光とＰ偏光成分に分岐される。次いで、Ｓ偏光子領域１０４ｓを透過
したＳ偏光成分の光及びＰ偏光子領域１０４ｐを透過したＰ偏光成分の光が撮像素子の対
応する偏光子領域にそれぞれ受光される。これにより、同じ位置からの入射光に対応する
ピクセル間の輝度比を演算することで、被写体の平坦な部分のみならず、エッジ部などで
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も正確な偏光比を得ることができる。
【００１５】
　図４は撮像部における動作を説明する概略図である。同図からわかるように、入力画像
全体からピクセル単位で、Ｓ偏光成分のピクセルを取り出して、出力画像におけるＳ画像
を形成する。一方、入力画像全体からＰ偏光成分のピクセルを取り出して、出力画像にお
けるＰ画像を形成する。
【００１６】
　図５は撮像装置の実施例１を示す図である。同図に示す領域分割フィルタ１０４は、複
数の受光素子の格子縞状（図１参照）に対応して複数のＳ偏光子領域１０４ｓ及び複数の
Ｐ偏光子領域１０４ｐを配置して構成されている。領域分割フィルタ１０４は、撮像素子
１０１の画素サイズ（受光素子のサイズ、ピクセル）に対応した複数の偏光子で形成され
ている。そして、領域分割フィルタ１０４は、複数のＳ偏光子領域１０４ｓ及び複数のＰ
偏光子領域１０４ｐを光学軸に対して直交する方向に交互に配置している。つまり、Ｓ偏
光子領域１０４ｓ及びＰ偏光子領域１０４ｐが横ストライブ模様に配置している。
【００１７】
　図５（ａ）、（ｂ）に示すように、先ず、同一位置からの入射光Ｌが複屈折板１０３に
入射されると、複屈折板の偏向方向であるＸ１に対して、複屈折板１０３ではＳ偏光成分
の光がそのまま透過し、Ｐ偏光成分の光が偏向方向である屈折方向Ｒに屈折して透過する
。領域分割フィルタ１０４のＳ偏光子領域１０４ｓ及びＰ偏光子領域１０４ｐを用いて、
Ｓ偏光成分の光又はＰ偏光成分の光のみを撮像素子の受光素子毎に選択して入射する。そ
して、図５（ｃ）に示すように、撮像素子１０１の受光素子１０１ｓ、１０１ｐ毎に、図
中破線で囲む領域における入射光を同一の位置から入射された光ＬのＳ偏光成分の光又は
Ｐ偏光成分の光のみとして受光することができる。具体的には、図５（ｂ）の屈折方向Ｒ
の矢印元の座標及び矢印先の座標の受光素子で、同一位置から入射された光ＬのＳ偏光成
分の光及びＰ偏光成分の光を受光することができる。これにより、上述したように、撮像
装置は、屈折方向Ｒの矢印元の座標及び矢印先の座標の受光素子で受光した光の輝度比な
どを算出することで偏光比などを取得することができる。
【００１８】
　図６は撮像装置の実施例１の変形例１を示す図である。同図に示す領域分割フィルタ１
０４のＳ偏光子領域１０４ｓ及びＰ偏光子領域１０４ｐを縦ストライブ模様に配置してい
る例は、図５（ａ）、（ｂ）、（ｃ）の例と基本的に同様のため説明を省略する。
【００１９】
　図７は撮像装置の実施例１の変形例２を示す図である。同図に示す領域分割フィルタ１
０４は、複数の受光素子の格子縞状（図１参照）に対応して複数のＳ偏光子領域１０４ｓ
及び複数のＰ偏光子領域１０４ｐを交互に配置して構成されている。領域分割フィルタ１
０４は、複数のＳ偏光子領域１０４ｓ及び複数のＰ偏光子領域１０４ｐを光学軸に対して
直交する方向に交互に配置している。つまり、Ｓ偏光子領域１０４ｓ及びＰ偏光子領域１
０４ｐが市松模様に配置している。
【００２０】
　図７（ａ）、（ｂ）に示すように、先ず、同一位置からの入射光Ｌが複屈折板１０３に
入射されると、複屈折板の偏向方向であるＸ１に対して、複屈折板１０３をＳ偏光成分の
光がそのまま透過し、Ｐ偏光成分の光を偏向方向である屈折方向Ｒに屈折して透過する。
領域分割フィルタ１０４のＳ偏光子領域１０４ｓ及びＰ偏光子領域１０４ｐを用いて、Ｓ
偏光成分の光又はＰ偏光成分の光のみを撮像素子の受光素子毎に選択して入射する。そし
て、図７（ｃ）に示すように、撮像素子１０１の受光素子１０１ｓ、１０１ｐ毎に、図中
破線で囲む領域における入射光を同一の位置から入射された光ＬのＳ偏光成分の光又はＰ
偏光成分の光のみとして受光することができる。具体的には、図７（ｂ）の屈折方向Ｒの
矢印元の座標及び矢印先の座標の受光素子で、同一位置から入射された光ＬのＳ偏光成分
の光及びＰ偏光成分の光を受光することができる。
【００２１】
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　図８は撮像装置の実施例１の変形例３を示す図である。同図に示す領域分割フィルタ１
０４のＳ偏光子領域１０４ｓ及びＰ偏光子領域１０４ｐを市松模様に配置している例は、
図７（ａ）、（ｂ）、（ｃ）の例と基本的に同様のため説明を省略する。
【００２２】
　次に、撮像素子としてカラーセンサを用いた撮像装置の実施例２について説明する。本
実施例では、カラーセンサとして、ＲＣＣＣ（レッド・クリア・クリア・クリア）配列の
例を説明する。なお、撮像素子に用いることができるカラーセンサは、ＲＣＣＣ配列に限
定されるものではない。すなわち、カラーセンサは、ＲＧＢ（レッド・グリーン・ブルー
）配列、ＲＧＢＧ（レッド・グリーン・ブルー・グリーン）配列及びその他複数の色に対
応する配列のものでもよい。クリアピクセル（クリア受光素子）は、カラーフィルタによ
って感度が低下することに対応して、カラーフィルタを付加しない画素の撮像データを取
得するために用いられる。また、ＲＣＣＣ配列は、例えば車載のカメラ用に本実施例の撮
像装置を用いた場合に、前方車両のテールランプの赤を区別するためにモノクロセンサに
レッド画素のみを付加したものである。
【００２３】
　図９は撮像装置の実施例２を示す図である。同図に示す領域分割フィルタ１０４は、Ｓ
偏光子領域１０４ｓ及びＰ偏光子領域１０４ｐをカラーセンサの配列に対応して斑状に配
置している。具体的には、本実施例における領域分割フィルタ１０４は、図９（ｂ）に示
すように、カラーセンサのＲ配列にＰ偏光子領域１０４ｐ（図中のＰ／Ｒ）を配置してい
る。領域分割フィルタ１０４は、カラーセンサの２つのＣ配列にＰ偏光子領域１０４ｐ（
図中のＰ／Ｃ）を配置し、１つのＣ配列にＳ偏光子領域１０４ｓ（図中のＳ／Ｃ）を配置
している。
【００２４】
　図９（ａ）、（ｂ）に示すように、先ず、同一位置からの入射光Ｌが複屈折板１０３に
入射されると、複屈折板の偏向方向であるＸ１に対して、複屈折板１０３をＳ偏光成分の
光がそのまま透過し、Ｐ偏光成分の光を偏向方向である屈折方向Ｒに屈折して透過する。
領域分割フィルタ１０４のＳ偏光子領域１０４ｓ及びＰ偏光子領域１０４ｐを用いて、Ｓ
偏光成分の光又はＰ偏光成分の光のみを撮像素子の受光素子毎に選択して入射する。これ
により、図９（ｃ）に示すように、撮像素子１０１の受光素子１０１ｓ、１０１ｐ毎に同
一の位置から入射された光ＬのＳ偏光成分の光又はＰ偏光成分の光のみを受光することが
できる。
【００２５】
　先ず、同一位置からの入射光Ｌが複屈折板１０３に入射されると、複屈折板の偏向方向
であるＸ１に対して、複屈折板１０３をＳ偏光成分の光がそのまま透過し、Ｐ偏光成分の
光を偏向方向である屈折方向Ｒに屈折して透過する。領域分割フィルタ１０４のＳ偏光子
領域１０４ｓ及びＰ偏光子領域１０４ｐを用いて、Ｓ偏光成分の光又はＰ偏光成分の光の
みを撮像素子の受光素子毎に選択して入射する。これにより、図９（ｃ）に示すように、
撮像素子１０１の受光素子１０１ｓ、１０１ｐ毎に同一の位置から入射された光ＬのＳ偏
光成分の光又はＰ偏光成分の光のみを受光することができる。具体的には、図９（ｂ）の
屈折方向Ｒの矢印元の座標及び矢印先の座標の受光素子で、同一位置から入射された光Ｌ
のＳ偏光成分の光及びＰ偏光成分の光を受光することができる。
【００２６】
　図１０は撮像装置の実施例２の変形例１を示す図である。同図に示す領域分割フィルタ
１０４の例は、複屈折板１０３の偏向方向が異なるのみで、図９（ａ）、（ｂ）、（ｃ）
の例と基本的に同様のため説明を省略する。
【００２７】
　図１１は撮像装置の実施例２の変形例２を示す図である。本変形例の撮像部１００は、
複屈折板１０３の入射側に光学的ローパスフィルタとしての複屈折板１０５、１０６を備
えている。複屈折板１０５、１０６は、画像のエリアシングノイズを除去するために用い
られる。図１１（ａ）に示すように、先ず、同一位置から入射光Ｌが複屈折板１０５、１
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０６に入射されると、同一位置から入射した光Ｌは、複屈折板１０５、１０６によって、
各複屈折板の偏向方向Ｘ２、Ｘ３に従って、２回分岐される。すなわち、複屈折板１０５
は、４５度軸がずれた複屈折軸に相当する偏光方向Ｘ２（図１１（ｂ）における屈折方向
Ｒａ）で入射された光Ｌを二重像に分岐する。次いで、複屈折板１０６は、１３５度の複
屈折軸に相当する偏光方向Ｘ３（図１１（ｂ）における屈折方向Ｒｂ）で、さらに二重像
に分岐する。これにより、入射された光Ｌを４点に分岐し、光学的ローパスフィルタを実
現する。そして、複屈折板１０３を用いて、Ｓ偏光成分の光をそのまま透過し、Ｐ偏光成
分の光を偏光方向Ｘ１（図１１（ｂ）における屈折方向Ｒ）に屈折して透過する。領域分
割フィルタ１０４のＳ偏光子領域１０４ｓ及びＰ偏光子領域１０４ｐを用いて、Ｓ偏光成
分の光又はＰ偏光成分の光のみを撮像素子の受光素子毎に選択して入射する。これにより
、図１１（ｃ）に示すように、撮像素子１０１の受光素子１０１ｓ、１０１ｐ毎に、同一
の位置から入射された光ＬのＳ偏光成分の光又はＰ偏光成分の光のみを受光することがで
きる。
【００２８】
　図１２は撮像装置の実施例２の変形例３を示す図である。同図に示す領域分割フィルタ
１０４の例は、複屈折板１０３の偏向方向が異なるのみで、図１１（ａ）、（ｂ）、（ｃ
）の例と基本的に同様のため説明を省略する。
【００２９】
　図１３は本発明の一実施形態に係る撮像装置の実施例１を示す図である。本実施例の撮
像部１００は、カラーセンサとして、ＲＧＢ（レッド・グリーン・ブルー）配列（ベイヤ
配列）を用いる。また、本実施例の撮像部１００は、複屈折板１０３を用いて、撮像素子
の受光素子の配列に対して４５度の方向に光を偏光する。本実施例の撮像部１００は、領
域分割フィルタのＳ偏光子領域１０４ｓ及びＰ偏光子領域１０４ｐをカラーセンサの配列
に対応して斑状に配置している。また、図１３（ａ）に示すように、本実施例の撮像部１
００は、複屈折板１０３の入射側に光学的なローパスフィルタとしての複屈折板１０５、
１０６を備えている。領域分割フィルタ１０４は、図１３（ｂ）に示すように、カラーセ
ンサとしての撮像素子１０１のＲ配列にＰ偏光子領域１０４ｐ（図中のＰ（Ｃ）／Ｒ）を
配置している。領域分割フィルタ１０４は、カラーセンサとしての撮像素子１０１の２つ
のＣ配列にＰ偏光子領域１０４ｐ（図中のＰ（Ｃ）／Ｃ）を配置し、１つのＣ配列にＳ偏
光子領域１０４ｓ（図中のＳ（Ｃ）／Ｃ）を配置している。
【００３０】
　図１３（ａ）に示すように、本実施例の撮像部１００は、先ず、同一位置から入射光Ｌ
が複屈折板１０５、１０６に入射されると、同一位置から入射した光Ｌは、複屈折板１０
５、１０６によって、各複屈折板の偏向方向Ｘ２、Ｘ３に従って、２回分岐される。すな
わち、複屈折板１０５は、複屈折軸に相当する偏光方向Ｘ２（図１３（ｂ）における屈折
方向Ｒａ）で入射された光Ｌを二重像に分岐する。次いで、複屈折板１０６は、複屈折軸
に相当する偏光方向Ｘ３（図１３（ｂ）における屈折方向Ｒｂ）で、さらに二重像に分岐
する。これにより、入射された光Ｌを４点に分岐し、光学的ローパスフィルタを実現する
。そして、複屈折板１０３を用いて、Ｓ偏光成分の光をそのまま透過し、Ｐ偏光成分の光
を偏光方向（屈折方向Ｒに屈折して透過する。領域分割フィルタ１０４のＳ偏光子領域１
０４ｓ及びＰ偏光子領域１０４ｐを用いて、Ｓ偏光成分の光又はＰ偏光成分の光のみを撮
像素子の受光素子毎に選択して入射する。これにより、図１３（図１３（ｂ）における屈
折方向Ｒ）に示すように、撮像素子１０１の受光素子１０１ｓ、１０１ｐ毎に、同一の位
置から入射された光ＬのＳ偏光成分の光又はＰ偏光成分の光のみを受光することができる
。
【００３１】
　以上説明したように、複屈折板１０３の偏光方向Ｘ１を撮像素子の受光素子の配列に対
して４５度の方向にすることで、図１３（ｂ）の屈折方向Ｒに示すように、隣り合う４ピ
クセルに光を分散でき、理想的な光学的ローパスフィルタを実現することができる。また
、本実施例の撮像装置は、図１３（ｂ）の屈折方向Ｒａの矢印元の座標及び屈折方向Ｒａ
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の矢印先の座標の受光素子（ピクセル）で、同一の光路から入射された光のＳ偏光成分の
光及びＰ偏光成分の光を受光することができる。このため、撮像装置は、屈折方向Ｒａの
矢印元の座標及び屈折方向Ｒの矢印先の座標の受光素子で受光した光の輝度比などを算出
することで偏光比などを取得することができる。
【００３２】
　図１４は本実施形態に係る撮像装置の実施例２を示す図である。図１４を用いて、撮像
素子としてカラーセンサを用いた撮像装置を説明する。本実施例では、カラーセンサとし
て、ＲＧＢ（レッド・グリーン・ブルー）配列（ベイヤ配列）の例を説明する。また、本
実施例の撮像部１００は、複屈折板１０３を用いて、撮像素子の受光素子の配列に対して
４５度の方向に光を偏光する。図１４（ｂ）に示すように、本実施例の撮像装置は、領域
分割フィルタのＳ偏光子領域１０４ｓ及びＰ偏光子領域１０４ｐをカラーセンサの配列に
対応して斑状に配置している。また、図１４（ａ）に示すように、本実施例の撮像装置は
、複屈折板１０３の入射側に光学的ローパスフィルタとしての複屈折板１０５、１０６を
備えている。領域分割フィルタ１０４は、カラーセンサのＲ配列にＰ偏光子領域１０４ｐ
（図中のＰ（Ｃ）／Ｒ）を配置している。領域分割フィルタ１０４は、カラーセンサの２
つのＧ配列にＰ偏光子領域１０４ｐ（図中のＰ（Ｃ）／Ｇ）及びＳ偏光子領域１０４ｓ（
図中のＳ（Ｃ）／Ｇ）を配置している。領域分割フィルタ１０４は、カラーセンサのＢ配
列にＰ偏光子領域１０４ｐ（図中のＰ（Ｃ）／Ｂ）を配置している。
【００３３】
　図１４（ａ）に示すように、本実施例の撮像装置は、先ず、同一位置から入射光Ｌが複
屈折板１０５、１０６に入射されると、同一位置から入射した光Ｌは、複屈折板１０５、
１０６によって、各複屈折板の偏向方向Ｘ２、Ｘ３に従って、２回分岐される。すなわち
、複屈折板１０５は、複屈折軸に相当する偏光方向Ｘ２（図１４（ｂ）における屈折方向
Ｒａ）で入射された光Ｌを二重像に分岐する。次いで、複屈折板１０６は、複屈折軸に相
当する偏光方向Ｘ３（図１４（ｂ）における屈折方向Ｒｂ）で、さらに二重像に分岐する
。これにより、図１４（ｃ）に示すように、撮像素子１０１の受光素子１０１ｓ、１０１
ｐ毎に、同一の位置から入射された光ＬのＳ偏光成分の光又はＰ偏光成分の光のみを受光
することができる。
【００３４】
　以上説明したように、本実施例の撮像装置は、複屈折板の偏光方向を撮像素子の受光素
子の配列に対して４５度の方向にする。これにより、図１４（ｂ）の屈折方向Ｒに示すよ
うに、隣り合う４ピクセルに光を分散でき、理想的な光学的ローパスフィルタを実現する
ことができる。また、撮像装置は、図１４（ｂ）の屈折方向Ｒａの矢印元の座標及び屈折
方向Ｒの矢印先の座標の受光素子（ピクセル）で、同一の光路から入射された光のＳ偏光
成分の光及びＰ偏光成分の光を受光することができる。このため、撮像装置は、屈折方向
Ｒａの矢印元の座標及び屈折方向Ｒの矢印先の座標の受光素子で受光した光の輝度比など
を算出することで偏光比などを取得することができる。
【００３５】
　以下、本発明のステレオカメラに係る実施形態の構成について説明する。
　図１５は本発明の一実施形態に係るステレオカメラの実施例１の構成を示す概略図であ
る。図１５（ａ）、（ｂ）に示すステレオカメラ３００は、偏光重畳モジュール３０１、
レンズ３０２、フィルタ３０３及び撮像素子３０４を含んで構成されている。そして、偏
光重畳モジュール３０１は、偏光ビームスプリッタ３０１－１、偏光フィルタ３０１－２
及びミラー３０１－３を備えている。図１５に示すステレオカメラ３００は、偏光ビーム
スプリッタ３０１－１と偏光フィルタ３０１－２を用いて視差を有する２つの光路を合成
し、１つのレンズ３０２を介して１つの撮像素子３０４で撮像する。つまり、レンズ３０
２の前で完全に２つの光路は合成され、１つのレンズしか通らない。このため、レンズの
特性が温度でずれたり、レンズの位置がずれたり、あるいはセンサの位置がずれたりしよ
うが、両方の画像が同じようにずれるだけなので、完全に影響をキャンセルすることがで
きる。これにより、非常に耐環境性のあるステレオカメラを実現できる。また、レンズと



(10) JP 6202364 B2 2017.9.27

10

20

30

40

50

センサが１つで済むため、安価である。更に、撮像素子とレンズとの位置関係がずれた場
合にも、左右の画像が同じようにずれるため原理的に影響をキャンセルすることができる
。図１５のフィルタ３０３は、画素ごとに偏光子を有するフィルタである。ただし、図１
５の構成においては、左右の光路において、光路長差が生じており、例えば２つの画像の
視差におけるピクセルマッチング処理で生じた光路長差を補填する処理が必要となるため
現実的ではない。
【００３６】
　図１６及び図１７は本実施形態に係るステレオカメラの実施例２の構成を示す図である
。図１７に示すように、ステレオカメラ４００は、基板４０１上に撮像素子４０２が実装
され、撮像素子４０２上に光学フィルタ４０３が密着配置している。撮像レンズ４０４を
介して被写体情報を撮影する。撮像レンズ４０４の前段には、偏光合波部を構成する偏光
選択型のクロスプリズム４０５が配置されている。更に、偏光選択型のクロスプリズム４
０５の側面４０６、４０７に近接して三角柱のプリズム４０８、４０９が設けられている
。
【００３７】
　ステレオカメラ４００では光学フィルタ４０３としてＰ偏光情報とＳ偏光情報を画素単
位で抽出可能な領域分割型偏光フィルタを有している。また、撮像レンズ４０４の前段に
偏光選択型のクロスプリズム４０５、さらにクロスプリズム４０５に隣接してプリズム４
０８、４０９を２個配置している。プリズム４０８、４０９は＋Ｚ方向からの光をＹ軸方
向に偏光反射する全反射面を有する。偏光選択型のクロスプリズム４０５は、－Ｙ方向か
ら側面４０６に入射するＳ偏光成分の光と、＋Ｙ方向から側面４０７に入射するＰ偏光成
分の光を側面４１０の方向に偏光反射する。これにより、－Ｙ方向のＳ偏光画像と、＋Ｙ
方向のＰ偏光画像が抽出することが可能である。
【００３８】
　図１５のステレオカメラ３００とは異なり、図１６及び図１７のステレオカメラ４００
は＋Ｚ方向のＰ偏光画像とＳ偏光画像を同時撮影することが可能である。また、図１７か
ら明らかなように、左右のプリズム４０８、４０９の光線有効範囲の間に一定の距離を有
するため、Ｐ偏光画像とＳ偏光画像から視差画像を形成することが可能である。このよう
に本実施形態のステレオカメラは被写体までの距離情報が撮影可能なステレオカメラとし
て構成されている。従来の単一撮像素子と単一レンズを２つ並列配置させたステレオカメ
ラに比べて、撮像レンズと撮像素子が１つで済むため低コスト化が図れる。また、従来の
ステレオ撮像装置では各レンズ間を支持する筐体の熱膨張などによる基線長の変化の測距
誤差が生じる。しかし、本撮像装置では撮像レンズは１つであり、かつ支持部材自体に対
応するプリズム自体が金属に対して熱膨張率の小さいため、基線長変化の測距への影響も
抑制することが可能である。
【００３９】
　本実施形態のステレオカメラを、例えば、図１８に示すように移動体としての自動車５
００の車両前方を確認するものとして使用することが可能である。車両前方確認装置は、
自動車５００のフロントガラス内側のバックミラー付近に装備されたステレオカメラ５０
１と、ステレオカメラ５０１からの情報に基づいて、ドライバへの警告や車両の制御を行
うための信号処理装置５０２とを含んで構成されている。ドライバへの警告方法としては
、スピーカをつかって音声などにより障害物情報を警告する。また車両制御としては、障
害物がある場合は減速させたりする。本実施形態のステレオカメラを用いれば、車両前方
の画像情報だけでなく、車両前方の先行車や歩行者までの距離情報を取得可能であり、障
害物がある場合は運転者に早期警告を行うなどの、運転の安全性を確保することができる
。
【００４０】
　また、本実施形態のステレオカメラは、左右の眼に異なる画像を映しだすことにより、
人間に３次元の画像を表示するテレビと映画投影機などの表示装置とを組み合わせる。こ
の結果、３次元の画像の取得と表示とを行う３次元画像取得・表示システムを構成するこ
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とができる。人間の眼は左右の画像の回転や、大きさ、上下のずれ、また画質の違いに敏
感である。このため、従来の２つのレンズを有するステレオカメラでは、ズーム／フォー
カスを変更する際に、左右のレンズを連動させ、光軸や画像サイズ、フォーカスのずれを
生じさせないように複雑な操作技術が必要とされていた。それに対して、本発明の構成で
は、単眼に対して２つの視差を持った映像が入射されるため、単一のレンズのズームやフ
ォーカスを変更すれば、両眼の画像に全く同じ変化が反映される。これにより、右眼用と
左眼用の２つの異なる光学特性を持つことによって生じる光軸や画像サイズ、フォーカス
ずれを抑制することが可能で自然な立体画像を取得することができる。なお、ズームなど
の光学系を可変にする場合には、２つのレンズの特性を厳密に補正するのは非常に困難と
なるため、本発明の構成は特に有用である。
【００４１】
　また、プリズムの屈折率により入射光の角度が浅くなる現象が使えなくなるために、光
学レイアウトが若干大きくなるが、図１７の構成のプリズム４０８、４０９をミラー４１
１、４１２に替えた図１９に示す実施例の構成でも良い。また、図２０に示すように、中
央のクロスプリズムに関しても、プリズム形状ではなく、単なるクロス形状の偏光板４５
０－１、４５０－２の組み合わせ（図２０中では偏光選択型クロス板４５０）としても良
い。その場合には、同じくプリズムの屈折率により入射光の角度が浅くなる現象が使えな
くなるために、光学レイアウトが若干大きくなるものの、使用する硝材が少なくて済むた
め、コストを下げることができる。左右はプリズム、中央部は偏光選択型クロス板という
構成でも良い。
【００４２】
　次に、ステレオカメラの実施例３について説明する。
　図２１はステレオカメラの実施例３を示す概略図である。図２１に示すステレオカメラ
４００は、偏光選択型のクロスプリズム４０５の上と下でセンサユニットを設けている。
例えば、撮像素子４１４がカラー、撮像素子４０２がモノクロとする。あるいは、撮像素
子４１４を高解像度なモノクロ、撮像素子４０２を低解像度なカラーとする。一般に色情
報は輝度情報、また距離情報よりも高い空間分解能は必要ないことを前提と考えると、高
い測距性能を確保できる高感度高解像度なモノクロセンサと、モノクロよりも感度で劣る
カラーセンサは低解像度というセットで使う。これにより、明るい場面から暗い場面まで
高い測距性能と、色情報を同時に得ることができる。また、この場合も光軸が左右で一致
するため、キャリブレーションが容易である。
【００４３】
　次に、ステレオカメラの実施例４ついて説明する。
　図２２はステレオカメラの実施例４の構成を示す概略図である。図２２に示すステレオ
カメラ４００は、雨滴検出機能を持たせたものである。ＬＥＤ赤外光の光源４２０をウイ
ンドシールド４２１に投光し、センサ上面に付加した投光波長の光のみを通過させる光学
フィルタ４２３を通じて、その反射光を見ることでウインドシールド４２１に付着した雨
滴を検出することが可能である。そして、フロントガラスの全面が検出エリアとして利用
できるため、より高感度な雨滴検出が可能となる。光源４２０からのＬＥＤ赤外光をウイ
ンドシールド４２１に投光し、センサ上面に付加した投光波長の光のみを通過させる光学
フィルタ４２３を通じて、その反射光を見ることでウインドシールド４２１に付着した雨
滴を検出することが可能である。精度を向上させるためには、検出面積が大きいことが重
要であるが、図２２の上部を使うことで、ステレオカメラと干渉せずに画面全面に対して
検出を行うことができる。また、検出としては、画面全面における反射光の光量の和を見
ればよいので、必ずしも検出に撮像素子を用いる必要はなく、かつ雨滴検出用のレンズの
解像度も必要ない。このため、１つのＰＤ４２２と簡単なレンズ（例えば単レンズ）４２
４などを用いる構成でも問題ない。
【００４４】
　ここで、ステレオカメラの固定について説明する。
　クロスプリズム４０５とプリズム４０８、４０９との間は接着剤で固定しても良い。左
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右の画像の光線を合わせるために、プリズムの角度を調整する必要がある場合には、クロ
スプリズム４０５とプリズム４０８、４０９の間に若干隙間ができる場合がある。その場
合には、クロスプリズム４０５とプリズム４０８、４０９との間を保持する保持部材（不
図示）で固定するのが良い。保持部材が金属の場合には、その金属はプリズム４０８、４
０９を主に構成するガラスに比べて熱膨張率が非常に大きい。このため、なるべく金属の
保持部材が短くて済むように、隙間を埋めるだけのできるだけ小さい方が良い。また、可
能であれば保持部材に関しても同様に熱膨張率が小さいガラスで構成すると、温度特性に
対する耐環境性が良くなる。
【００４５】
　次に、ステレオカメラの実施例５ついて説明する。
　図２３はステレオカメラの実施例５を示す概略図である。本実施例は、実施例１、２で
用いていた、偏光選択型のクロスプリズムや偏光選択型の偏光板を用いずに、ＰＢＳ（偏
光ビームスプリッタ）膜とミラー面（反射面）を用いている。そして、実施例１における
左右の光路において、光路長差が生じているという課題を解決できる構成である。本実施
例の構成では、左右の光路長は略同一となっている。このため、通常のステレオカメラと
同じく、単に視差演算の最に横方向のピクセルのみを探索することで視差を得ることがで
きる。また、この構成では、クロスプリズムを用いる場合と異なり、それぞれ一枚のＰＢ
Ｓ膜とミラーとを用いるため、画面中央の欠陥部（隙間）は存在せず、後述の隙間を埋め
る処理は必要なくなる。一方の光Ｒはミラー面（反射面）４３３により反射され、更に光
ＲのＰ偏光の光はＰＢＳ膜４３１で反射される。他方の光Ｌはミラー面４３２、４３４に
よりそれぞれ反射され、光ＬのＳ偏光の光はＰＢＳ膜４３１を透過する。そして、Ｐ偏光
とＳ偏光の光が合波され、撮像レンズ４０４に入射されて撮像素子４０２に結像する。光
Ｌ、Ｒとは互いに同じ光路長差を有する。ここで、ＰＢＳ膜４３１としては、多層膜を使
ったものでもよく、ワイヤグリッド偏光子を用いたものでもよいが、広範囲な入射角およ
び入射波長に対して、安定した性能を持つワイヤグリッド偏光子を用いることが望ましい
。
【００４６】
　また、実施例５において光学系を小さく構成するために、画角中央の光線との、ＰＢＳ
膜及びミラー面のなす角度αを４５度より大きく設定している。図２３（ａ）は、ＰＢＳ
膜で反射又は透過した光が入射するミラー面のなす角度αを５２度に設定した場合である
。図２３（ｂ）はαを４５度に設定した場合である。図２３（ｂ）におけるαを４５度に
した場合では、図２３（ａ）におけるαを５２度とした場合と比較して、撮像レンズ４０
４の画角端の光線が図中の左右方向へ大きく飛び出している。大きく飛び出した光線をカ
バーするため、プリズムの大きさが大きくなっている。つまり、画角中央の光線との、Ｐ
ＢＳ膜及びミラー面のなす角度を４５度より大きく設定することで、プリズムの大きさを
小さくすることができる。αの上限値は９０度となる。ただし、αの上限値が９０度であ
る場合には逆に４５度の場合よりプリズムの大きさが大きくなるので、最適値はレンズの
画角に依存する。更に、図２３（ａ）に示すように光学絞り４３５をプリズム側寄りに配
置していることに対して、図２４に示すように光学絞り４３５を撮像レンズ４０４の内部
に配置している。図２３の光学絞り４３５の配置では、プリズムに対して既に画角に応じ
て光線が広がりを持つことになり、プリズムの大きさが図２３（ａ）の光学絞り４３５の
配置の場合におけるプリズムより大きくなっている。撮像レンズの光学絞りの位置は、撮
像レンズよりプリズム側寄りの前方にある前絞りの位置であることが望ましい。
【００４７】
　図２４（ｃ）に示すように、本実施例の撮像装置における領域分割フィルタは、水平垂
直の画素の配列に対して４５度の方向の偏光透過角度を持たせる。この場合には、このよ
うな左右の画像を重畳素子を用いて合波する構成では、合波に用いるＰＢＳ膜４３１など
左右の像を合波する偏光合波素子の軸方向も、合わせて撮像素子の画素配列から４５度回
す必要がある。ステレオカメラでは、左右の対応画素の値が一致している必要があるが、
もし画素配列に対して水平垂直方向に偏光子が配置されており、入射光がＳ偏光とＰ偏光
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の偏光比が１でない場合には、対応位置の画素値が偏光比の影響でずれてしまう。このず
れはステレオマッチング処理での精度を低下させ、測距精度の低下を招く。そのため、被
写体からの光の偏光比が小さいことが望ましい。偏光比が発生する要因としては、カメラ
に対して垂直の面、また水平の面がフレネル反射の式を見ると分かるように、大きく発生
させる。逆に斜めに立っているものに関しては、影響は少ない。また、実環境では、特に
車載カメラを考慮した場合には、写っているものは、路面に立っている電柱や前方車両な
ど基本的に縦方向や横方向の面が多い。そのため、路面に対して、斜め方向に関しては、
偏光比は小さくなる。基本的にステレオカメラは路面に対して平行に設置する。そのため
、本実施形態の構成のように、領域分割フィルタに水平垂直の画素の配列に対して４５度
の方向の偏光透過角度を持たせることは、左右の画像の視差以外の差を無くし、本発明の
ステレオカメラの測距精度の向上にも大きく効果を発揮する。
【００４８】
　以上に説明したものは一例であり、本発明は、次の態様毎に特有の効果を奏する。
（態様１）
　受光素子の配列に対して各偏光子領域を配置するとともに１つの光路から入射する各偏
光成分の光を当該光の偏光成分に対応する各偏光子領域でそれぞれ透過させて２つの偏光
成分の光に分岐して受光素子に出射する領域分割フィルタ１０４を備え、領域分割フィル
タ１０４は、受光素子の画素の配列方向に対して４５度の偏光透過角度を有する。これに
よれば、上記実施形態について説明したように、領域分割フィルタの偏光透過角度は撮像
部の受光素子の配列方向に対して４５度になっている。上述のようにステレオカメラを車
載カメラとして用いた場合、路面に対して斜め方向の面の偏光を用いて２つの画像を重畳
する。これにより、従来のような領域分割フィルタの偏光透過角度が略０度である場合に
比べて、被写体の縦方向、横方向の面による偏光依存性を減らすことができる。よって、
受光素子で受光した２つの光の輝度の差を略無くすことができ、対応位置の画素の輝度を
略一致させることができる。
（態様２）
　（態様１）において、領域分割フィルタの入射側に１つの光路から入射する２つの偏光
成分の光に分岐する複屈折板を設け、該複屈折板の屈折方向は、領域分割フィルタの偏光
透過方向に応じて定める。これによれば、上記実施形態について説明したように、複屈折
板は同一の光路から入射された光を分岐する。よって、入射された光を互いに直交した２
つの偏光成分の光に分岐することができる。
（態様３）
　（態様２）において、複屈折板の前面に光学的ローパスフィルタを設ける。これによれ
ば、上記実施形態について説明したように、同一の光路から入射された光を複数回分岐す
る。これにより、二重像に分離できる。
（態様４）
　（態様３）において、光学的ローパスフィルタは、複屈折板と、当該複屈折板の屈折方
向に対して４５度の屈折方向を有する、上記複屈折板とは別の複屈折板とを含んで構成さ
れる。これによれば、上記実施形態について説明したように、同一の光路から入射された
光を４回分岐する。これにより、それぞれの複屈折板によって二重像にそれぞれ分離でき
る。よって、入射された光を４点に分岐できる。
（態様５）
　（態様２）～（態様４）のいずれかにおいて、複屈折板の材料は、水晶である。これに
よれば、上記実施形態について説明したように、屈折方向及びシフト量は厚みや結晶軸を
適宜変更することで容易に調整することができる。
（態様６）
　（態様２）において、複屈折板は、屈折方向が互いに９０度異なる２つの複屈折層を組
み合わせたものである。これによれば、上記実施形態について説明したように、９０度軸
が違う２つの複屈折板で縦方向、横方向にそれぞれ１画素づつ入射位置をずらすことがで
きる。そのため、同じ光の位置を取得している画素となり、この画素間の輝度比を演算す
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ることで偏光比を得ることができる。
（態様７）
　（態様１）において、グリーンに対応する受光素子に対して互いに直交する方向に偏光
方向が異なる２つの偏光成分の光を透過して出射する偏光フィルタを設ける。これによれ
ば、上記実施形態について説明したように、
（態様８）
　互いに直交する方向に偏光方向が異なる視差を有する２つの画像の光路を１つに重ね合
わせる偏光合波手段と、上記撮像装置を用い少なくとも２つの偏光方向の偏光成分の光を
受光して２つの偏光成分の光を視差画像として取得する撮像手段と、重ね合わさった画像
を撮像手段に結像させる光学部材と、撮像手段の２つの撮像領域に、重ね合わさった画像
を２つの画像に分岐させる領域分割偏光手段とを備える。これによれば、上記実施形態に
ついて説明したように、斜め方向の面からの反射光を、撮像部に入射位置から４５度に偏
光させて受光素子に受光させることができる。この結果、同一の光路から入射された光の
互いに直交する方向に偏光方向が異なる２つの偏光成分の光を受光できる。これにより、
受光素子で受光した２つの光の輝度の差を略無くすことができ、入射光が互いに直交する
方向に異なる２つの偏光成分の偏光差が略なくなって斜め方向の面からの反射光によって
生じる偏光差の影響を受け難くなる。
（態様９）
　（態様８）において、撮像手段によって撮像した画像から、偏光方向ごとに画像を分岐
して視差をもった２つの画像を形成し、形成した２つの画像間の視差により被写体までの
距離を算出する距離算出手段を備える。これによれば、上記実施形態について説明したよ
うに、ステレオカメラを車載カメラとして用いた場合、路面に対して斜め方向の面からの
反射光を、撮像部に入射位置から４５度に偏光させて受光素子に受光させることができる
。この結果、同一の光路から入射された光の互いに直交する方向に偏光方向が異なる２つ
の偏光成分の光を受光できる。これにより、受光素子で受光した２つの光の輝度の差を略
無くすことができ、入射光が互いに直交する方向に異なる２つの偏光成分の偏光差が略な
くなって斜め方向の面からの反射光によって生じる偏光差の影響を受け難くなる。よって
、ステレオカメラにおけるマッチング処理で対応する画素検索の精度を向上させることが
でき、距離算出手段による距離演算の精度を上げることができる。
（態様１０）
　（態様８）において、偏光合波手段は、偏光ビームスプリッタ及びミラーを含んで構成
されている。これによれば、上記実施形態について説明したように、簡易な構成で、左右
の光路長は略同一とすることができ、通常のステレオカメラと同様に視差を得ることがで
きる。
（態様１１）
　（態様８）において、偏光合波手段では、２つの画像の光路における光路長を互いに略
同じにする。これによれば、上記実施形態について説明したように、通常のステレオカメ
ラと同じく、単に視差演算の最に横方向のピクセルのみを探索することで視差を得ること
ができる。
（態様１２）
　移動体が（態様８）～（態様１１）のいずれかに記載のステレオカメラを搭載する。こ
れによれば、上記実施形態について説明したように、車両前方の画像情報だけでなく、車
両前方の先行車や歩行者までの距離情報を取得可能であり、障害物がある場合は運転者に
早期警告を行うなどの、運転の安全性を確保することができる。
【符号の説明】
【００４９】
１　撮像装置
１００　撮像部
１０１　撮像素子
１０２　基板
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１０３　複屈折板
１０４　領域分割フィルタ
１０５　複屈折板
１０６　複屈折板
１０７　複屈折板
２００　光学フィルタ部
２０１　フィルタ基板
２０２　偏光フィルタ層
２０３　充填層
３００　ステレオカメラ
３０１　偏光重畳モジュール
３０１－１　偏光ビームスプリッタ
３０１－２　偏光フィルタ
３０１－３　ミラー
３０２　レンズ
３０３　フィルタ
３０４　撮像素子
４００　ステレオカメラ
４０１　基板
４０２　撮像素子
４０３　光学フィルタ
４０４　撮像レンズ
４０５　クロスプリズム
４０６　側面
４０７　側面
４０８　三角柱のプリズム
４０９　三角柱のプリズム
４１０　側面
４１１　ミラー
４１２　ミラー
４１３　基板
４１４　撮像素子
４１５　光学フィルタ
４１６　撮像レンズ
４２０　光源
４２１　ウインドシールド
４２２　ＰＤ
４２３　光学フィルタ
４２４　レンズ
４３１　偏光ビームスプリッタ膜
４３２　ミラー面
４３３　ミラー面
４３４　ミラー面
４３５　光学絞り
４５０　偏光板
４５０－１　偏光板
４５０－２　偏光板
５００　自動車
５０１　ステレオカメラ
５０２　信号処理装置
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